
重 要 事 項 説 明 書

記入年月日

記入者名 　舩瀬　和久 所属・職名 　代表

１．事業主体概要

①事業主体の名称 法人等の種類 なし あり 有限会社
名称

　　　 　　舩　瀬　和　久　工　務　店

③事業主体の連絡先 電話番号
ＦＡＸ番号
ホームページアドレス
氏名 　代表取締役

職名 　舩瀬　和久
平成７年１１月　６日

介護サービスの種類 事業所の名称 所在地

＜居宅サービス＞

訪問介護 あり なし
訪問入浴介護 あり なし
訪問看護 あり なし
訪問リハビリテーション あり なし
居宅療養管理指導 あり なし
通所介護 あり なし
通所リハビリテーション あり なし

あり なし 　きずなホームふなせ 神戸市北区有野台７丁目１９番の１

短期入所療養介護 あり なし

特定施設入居者生活介護 あり なし 　きずなホームふなせ 神戸市北区有野台７丁目１９番の１

福祉用具貸与 あり なし
特定福祉用具販売 あり なし

＜地域密着型サービス＞
夜間対応型訪問介護 あり なし
認知症対応型通所介護 あり なし
小規模多機能型居宅介護 あり なし
認知症対応型共同生活介護 あり なし
地域密着型特定施設入居者生活介護 あり なし

あり なし

居宅介護支援 あり なし
＜居宅介護予防サービス＞

介護予防訪問介護 あり なし
介護予防訪問入浴介護 あり なし
介護予防訪問看護 あり なし
介護予防訪問リハビリテーション あり なし
介護予防居宅療養管理指導 あり なし
介護予防通所介護 あり なし
介護予防通所リハビリテーション あり なし

介護予防短期入所生活介護 あり なし

  　　　年　　　月　　　日

(1)事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

(ふりがな)　　ふなせかずひさこうむてん

②事業主体の主たる事務所の　　
　所在地

〒　658-0001
兵庫県神戸市東灘区本山北町五丁目13－6

　078－987-9991
　078－987-6020
　 http://www.funase-k.co.jp

(2)事業主体の代表者の氏名及び職名

(3)事業主体の設立年月日
(4)事業主体が兵庫県内で実施する他の介護サービス

短期利用特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護



介護予防短期入所療養介護 あり なし

介護予防特定施設入居者生活介護 あり なし 　きずなホームふなせ 神戸市北区有野台７丁目１９番地の１

介護予防福祉用具貸与 あり なし
特定介護予防福祉用具販売 あり なし



＜地域密着型介護予防サービス＞
介護予防認知症対応型通所介護 あり なし
介護予防小規模多機能型居宅介護 あり なし
介護予防認知症対応型共同生活介護 あり なし

介護予防支援 あり なし
＜介護保険施設＞

介護老人福祉施設 あり なし
介護老人保健施設 あり なし
介護療養型医療施設 あり なし

２．施設概要

（ふりがな）　きずなほーむふなせ
　　　　　　　きずなホームふなせ

②施設の所在地
兵庫県神戸市北区有野台７丁目１９番地の１

③施設の連絡先

電話番号
ＦＡＸ番号
ホームページ なし
アドレス

職名 　管理者
氏名 　舩瀬　和久

　神戸電鉄三田線「五社駅」より徒歩１３分
　介護付有料老人ホーム　混合一般型
2875002756

①事業の開始年月日
②指定の年月日
③指定の更新年月日

３．従業者に関する事項

　①有料老人ホームの人数及びその勤務形態

実人数
常勤 非常勤

合計
常勤換算

専従 非専従 専従 非専従 人    数
施設長 1 0 0 0 1 1
生活相談員 1 0 0 0 1 1
看護職員 3 0 1 0 4 3.2
介護職員 18 0 14 0 32 24
機能訓練指導員 1 0 0 0 1 1
計画作成担当者 1 0 0 0 1 1
栄養士 0 0 0 0 0 0
調理員 0 0 0 0 0 0
事務員 1 0 1 0 2 1.4
その他従業者 0 0 17 0 17 7

４０時間

※　兵庫県外で実施する介護サービスについては、別紙に記載すること。

(1)施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

①  施設の名称

〒 651-1321

　078-987-9991
　078-987-6020

あり : http://www.kizunahome.jp
(2)施設の開設年月日 平成24年09月01日

(3)施設の管理者の職名及び氏名

(4)施設までの主な利用交通手段

(5)施設の類型及び表示事項
(6)介護保険事業所番号
(7)特定施設入居者生活介護の事業の開始年月日又は開始予定年月日及び指定又は許可を受けた年月日（指定又は許
可の更新を受けた場合には、その年月日）

平成24年09月01日
平成24年08月31日
令和元年8月31日

(1)職種別の従業者の人数及びその勤務形態

②  １週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数

※　常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき
時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。



延べ人数
常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従
社会福祉士 0 0 0 0
介護福祉士 8 0 9 0
介護職員基礎研修 0 0 0 0
訪問介護員２級 2 0 0 0

0 0 1 0
0 0 1 0

介護支援専門員 0 0 0 0

延べ人数
常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従
理学療法士 0 0 0 0
作業療法士 0 0 0 0
言語聴覚士 0 0 0 0
看護師及び准看護師 1 0 0 0
柔道整復士 0 0 0 0
あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師 0 0 0 0

⑤夜勤を行う看護職員及び介護職員の人数
最少時の人数（宿直の従事者を除いた人数） 3
平均時の人数 3

実人数
常勤 非常勤

合計
常勤換算

専従 非専従 専従 非専従
生活相談員 1 0 0 0 1 1
看護職員 3 0 1 0 4 3.2
介護職員 18 0 14 0 32 24
機能訓練指導員 1 0 0 0 1 1
計画作成担当者 1 0 0 0 1 1
その他従業者 1 0 18 0 19 8.4

４０時間

　⑧従業者である介護職員が有している資格

延べ人数
常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従
社会福祉士 0 0 0 0
介護福祉士 8 0 9 0
介護職員基礎研修 0 0 0 0
訪問介護員２級 2 0 0 0

0 0 1 0
0 0 1 0

介護支援専門員 0 0 0 0

⑨従業者である機能訓練指導員が有している資格

延べ人数
常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従
理学療法士 0 0 0 0
作業療法士 0 0 0 0
言語聴覚士 0 0 0 0
看護師及び准看護師 1 0 0 0

③  従業者である介護職員が有している資格

介護実務者研修
介護初任者研修

④  従業者である機能訓練指導員が有している資格

⑥  特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及びその勤務形態

人数

⑦  １週間のうち、常勤の従事者が勤務すべき時間数

※　常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間
数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。

介護実務者研修
介護初任者研修



柔道整復士 0 0 0 0
あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師 0 0 0 0



⑩管理者の他の職務との兼務の有無 あり なし

管理者が有している当該業務に係る資格等 なし あり
資格等の名称

⑪特定施設入居者生活介護の利用者に対する看護職員及び介護職員の常勤換算方法による人数の割合
2.5:1

看護職員 介護職員 生活相談員
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度１年間の採用者数 1 1 1 5 0 0
前年度１年間の退職者数 0 2 4 4 0 0
業務に従事した経験年数

１年未満の者の人数 1 0 4 4 0 0
１年以上３年未満の者の人数 2 1 8 6 0 0
３年以上５年未満の者の人数 0 0 2 0 1 0

0 0 1 4 0 0
0 0 3 0 0 0

機能訓練指導員 計画作成担当者
常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度１年間の採用者数 0 0 0 0
前年度１年間の退職者数 0 0 0 0
業務に従事した経験年数

１年未満の者の人数 0 0 0 0
１年以上３年未満の者の人数 1 0 0 0
３年以上５年未満の者の人数 0 0 0 0

0 0 1 0
0 0 0 0

なし あり

４．サービスの内容

・施設は、常に安全で安心のある生活環境を提供するように努める。
・施設は、入居者の意思及び人格を尊重し、常に入居者の立場に立ったサービスの提供に努める。

なし あり
  ②夜間看護体制加算（介護報酬の加算）の有無 なし あり

なし あり
別紙

　松本クリニック、松本ホームメディカルクリニック
（協力の内容）健康診断、各科受診、入院、往診、緩和ケア、健康相談

なし あり
その名称
　　新田歯科、こがめ歯科、他

（協力の内容）
歯科往診、健康診断、治療、口腔衛生指導　等

　介護居室　及び　一般居室

　介護福祉士、社会福祉士

(2)従業者の当該介護サービスに係る業務に従事した経験年数等

５年以上10年未満の者の人数

10年以上の者の人数

５年以上10年未満の者の人数
10年以上の者の人数

(3)従業者の健康診断の実施状況
令和7年5月1日時点

(1)施設の運営に関する方針

・施設は、明るく家庭的な雰囲気を創造し、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村等保険者
、地域の保健医療サービス、福祉サービスを提供する事業者との密接な連携に努める。

(2)介護サービスの内容、利用定員等
①  個別機能訓練の実施（介護報酬の加算）の有無

③  人員配置が手厚い介護サービスの実施の有無
④  利用者の個別的な選択による介護サービスの実施状況

　⑤  協力医療機関の名称

〔診療科目〕内科一般、外科、胃腸内科、生活習慣病、リハビリテーション科、放射線科、糖尿病専門
外来、心療内科

⑥  協力歯科医療機関

⑦  要介護時における居室の住替えに関する事項
(ｱ)要介護時に介護を行う場所

(ｲ)入居後に居室を住み替える場合



判断基準・手続について
（その内容）

追加的費用の有無 なし あり
居室利用権の取扱い

（その内容）
入居一時金償却の調整の有無 なし あり
従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり
従前居室との仕様の変更

便所の変更の有無 なし あり
浴室の変更の有無 なし あり
洗面所の変更の有無 なし あり
台所の変更の有無 なし あり
その他の変更の有無 なし あり
（その内容）

判断基準・手続について

追加的費用の有無 なし あり
居室利用権の取扱い

（その内容）
入居一時金償却の調整の有無 なし あり
従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり
従前居室との仕様の変更

便所の変更の有無 なし あり
浴室の変更の有無 なし あり
洗面所の変更の有無 なし あり
台所の変更の有無 なし あり
その他の変更の有無 なし あり

（その内容）
　　洗濯機置場なし

判断基準・手続について

追加的費用の有無 なし あり
居室利用権の取扱い
（その内容）

入居一時金償却の調整の有無 なし あり
従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり
従前居室との仕様の変更

便所の変更の有無 なし あり
浴室の変更の有無 なし あり
洗面所の変更の有無 なし あり
台所の変更の有無 なし あり
その他の変更の有無 なし あり

（その内容）

⑧施設の入居に関する要件
自立している者を対象 なし あり

(i)一時介護室へ移る場合

(ii)介護居室へ移る場合

（その内容）一般居室で介護を行うことが困難な状況である
と施設が判断した場合、主治医、ケアマネージャー等専門職
の意見を徴収した上で本人もしくは身元引受人の同意を得て
介護居室へお移り頂きます。

(iii)その他

（その内容）一般居室で介護を行うことが困難な状況である
と施設が判断した場合、主治医、ケアマネージャー等専門職
の意見を徴収した上で本人もしくは身元引受人の同意を得て
介護居室へお移り頂きます。



要支援の者を対象 なし あり
要介護の者を対象 なし あり
留意事項 　原則として６０歳以上の方。身元引受人が必要。

⑨契約の解除の内容 　入居契約書に定める
⑩体験入居の内容 　１日～３日程度　　別途費用（食事代別）
⑪入居定員 　７２名
⑫その他

　①入居者の人数（報告に関する計画の基準日の前月末日）
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

　　６５歳未満 0 0 0 0 0 0
　　６５歳以上７５歳未満 0 1 0 0 0 1
　　７５歳以上８５歳未満 3 2 1 0 0 6
　　８５歳以上 13 3 9 14 2 41

自立 要支援１ 要支援２ 経過的要介護 合計
　　６５歳未満 0 0 0 0 0
　　６５歳以上７５歳未満 0 0 0 0 0
　　７５歳以上８５歳未満 0 3 2 0 5
　　８５歳以上 0 4 2 0 6

男性 12 女性 47
　④入居率（一時的に不在となっている者を含む） 82%
　⑤前年度に退居した者の人数

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計
　自宅等 0 0 1 0 0 1
　社会福祉施設 0 0 2 1 0 3
　医療機関 1 0 0 2 0 3
　死亡者 0 0 0 0 1 1
　その他 0 0 0 0 0 0

自立 要支援１ 要支援２ 経過的要介護 合計
　自宅等 0 0 0 0 0 0
　社会福祉施設 0 0 0 0 0 0
　医療機関 0 0 1 0 0 1
　死亡者 0 0 0 0 0 0
　その他 0 0 0 0 0 0

　⑥入居者の入居期間

　入居期間 ６ヶ月未満

　入居者数 9 12 20 17 1 0

①建物の構造 建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物 なし あり
建築基準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物 なし あり

②居室の状況 区分 室数 １の居室の床面積　
一般居室個室 あり なし 43
一般居室相部屋 あり なし 0 0 ㎡

0 0 ㎡
0 0 ㎡

介護居室個室 あり なし 29
介護居室相部屋 あり なし 0 0 ㎡

0 0 ㎡
0 0 ㎡

一時介護室 あり なし 0 0 ㎡

２ヶ所
うち男女別の対応が可能な数 ２ヶ所
うち車いす等の対応が可能な数 ２ヶ所

(3)入居者の状況

②  入居者の平均年齢　 90歳
③  入居者の男女別人数　

６ヶ月以上１
年未満

１年以上５
年未満

５年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上

令和7年5月1日時点

(4)施設、設備等の状況

室数
18.14～19.66㎡

18.14～19.66㎡

③共用便所の設置
数



72
個室における便所の設置割合 100%
うち車いす等の対応が可能な数 100%

⑤浴室の設備状況
浴室の数

個浴 大浴槽 特殊浴槽 中間浴
6 0 1 1

その他、浴室の設備に関する事項

④個室の便所の設
置数



⑥食堂の設備状況
入居者等が調理を行う設備状況 なし あり

⑦その他、共用施設の設備状況
なし あり （その内容）

キッチン・リビング、娯楽室、機能訓練室、ロビー、理髪室、会議室

⑧バリアフリーの対応状況
（その内容）
　　　　　　建物内全バリアフリー

⑨緊急通報装置の設置状況 なし 一部あり 全居室内にあり
⑩外線電話回線の設置状況 なし 一部あり 全居室内にあり
⑪テレビ回線の設置状況 なし 一部あり 全居室内にあり
⑫施設の敷地に関する事項

敷地の面積 　２，６５７．４２㎡
事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり

抵当権の設定 なし あり
貸借（借地）

なし
あり 契約期間 始 終

契約の自動更新 なし あり
⑬施設の建物に関する事項

建物の延床面積 　２，９５２．３４㎡
事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり

抵当権の設定 なし あり
貸借（借家）

なし
あり 契約期間 始 終

契約の自動更新 なし あり

①事業主体や施設に設置している利用者からの苦情に対応する窓口
窓口の名称 　生活相談員、　施設長（苦情ポスト）
電話番号 ０７８－９８７－９９９１

対応している時間
平日 　９：００～１７：３０
土曜 　９：００～１７：３０
日曜・祝日 　９：００～１７：３０

定休日等 なし
②上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口等

窓口の名称
電話番号 ３２２－６３２６

対応している時間
平日 ８：４５～１２：００　１３：００～１７：３０　

土曜 なし
日曜・祝日 なし

定休日等 　土・日・祝日
③上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口等

窓口の名称

電話番号 ３３２－５６１７

対応している時間
平日 ８：４５～１７：１５　
土曜 なし
日曜・祝日 なし

定休日等 　土・日・祝日
④上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口等

窓口の名称
電話番号 ３７１－１２２１

対応している時間
平日 ９：００～１７：００　
土曜 なし
日曜・祝日 なし

定休日等 　土・日・祝日

(5)利用者からの苦情に対応する窓口等の状況

　神戸市福祉局監査指導部

兵庫県国民健康保険団体連合会　介護サービス苦情相談窓口

神戸市消費生活センター



①損害賠償責任保険の加入状況

なし あり
（その内容）損害賠償責任保険に加入。入居者の生命・身体・財産に

ある場合は損害額を減ずることができることとします。

②その他、介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関すること
なし あり （その内容）

（その内容）木造２階建て、ユニット介護、個浴、特浴対応

①利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況

なし あり
実施した年月日
当該結果の開示状況 なし あり

②第三者による評価の実施状況

なし あり
実施した年月日
実施した評価機関の名称

当該結果の開示状況 なし あり

５．利用料金
なし あり

①利用者の選定による介護サービス利用料（人員配置が手厚い場合の介護サービス） なし あり

（「あり」の場合、その内容及び利用料）

なし あり

名称
一時金の償却に関する事項

償却開始
入居をした月 なし あり
サービス提供を開始した月 なし あり
上記以外 （その内容）

初期償却率（％）
償却年月数

解約時返還金の算定方法
保全措置の実施状況 なし あり

②利用者の個別的な選択による介護サービス利用料 なし あり
（「あり」の場合、その内容及び利用料）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

要支援１ 要支援２

(6)サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応

損害が生じた場合は、契約者又はご家族の方に当該保険の調査等の

手続きにご協力頂く場合があります。但し、入居者に重大な過失が

(7)サービスの提供内容に関する特色等

(8)利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

(1)年齢により一時金の料金が異なる場合

「あり」の場合、介護保険給付及び利用者負担による収入によって賄えない額
に充当するものとしての合理的な積算根拠

（その内容）

(２)介護保険給付サービスに要する費用
①月額の場合の基本料金

合計単位数（30日） 17,570単位 19,580単位 21,680単位 23,630単位 25,700単位

1割負担料金（30日） 18,519円 20,637円 22,851円 24,906円 27,088円
2割負担料金（30日） 30,038円 41,274円 45,702円 49,812円 54,176円
3割負担料金（30日） 55,557円 61,911円 68,553円 74,718円 81,264円

合計単位数（30日） 6,530単位 10,430単位
1割負担料金（30日） 6,883円 10,993円
2割負担料金（30日） 13,766円 21,986円
3割負担料金（30日） 20,649円 32,979円

②上記の他に算定される加算（30日で算出）
単位数 1割負担料金 2割負担料金 3割負担料金

生活機能向上連携加算 100単位 105円 210円 315円 該当者のみ
ADL維持等加算Ⅰ 30単位 32円 64円 96円 該当者のみ
ADL維持等加算Ⅱ 60単位 63円 126円 189円 該当者のみ



介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の12.8％を加算 全員
看取り介護加算 別紙の通り 該当者のみ
　※令和7年5月1日時点の単位数です。介護報酬改定により、料金の変更があります
　　　 ので、ご了承ください。



①月額の場合の利用料の額
管理費 なし あり

（「あり」の場合、その使途）建物及び付帯施設等の維持管理費、

食費 なし あり
（「あり」の場合、その内容）
調理委託費（人件費含）、食材料費、食事関係水道光熱費、消耗品費等

なし あり

利用者の個別的な選択による介護サービス利用料
人員配置が手厚い場合の介護サービス なし あり

（「あり」の場合、その内容及び利用料）

「あり」の場合、介護保険給付及び利用者負担分による収入によっ

なし あり
個別的な選択による介護サービス なし あり

（「あり」の場合、その内容及び利用料）
外出の付添い　リハビリ等　　　介護保険及び実費

家賃相当額 なし あり 円
その他に必要な月額利用料 なし あり

（「あり」の場合、その内容及び利用料）
　レクリエーション等の材料費など

②その他、一時金及び利用料以外に必要な利用料 なし あり
（「あり」の場合、その内容及び利用料）
一般居室において

・使途は、介護職員の人件費、及びレクリエーション等の費用
・利用途中で７５歳、要支援、要介護に変わった場合は、月割り計算にて減額されます。

添付書類：「介護サービス等の一覧表」

※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める。

説明を受けました。

　　　　　　　　　　

(３)介護保険給付以外のサービスに要する費用

月額　94,490円
※但、1～8ヶ月間は￥194,490円

健康管理費、人件費（厨房以外）、運営懇談会費用、備品消耗品費等

日額　　2,003円

水光熱費   月額　20,931円
※夏期（７～９月）冬期（１２～３月）加算　月額１，８８４円

手厚い介護費（職員配置2.5：1） 月額　　16,500円

て賄えない額に充当するものとしての合理的な積算根拠

　＜７４歳未満＞　月々55,000円×8年（96回支払）
＜７５歳以上＞　月々33,620円×8年（96回支払）

※　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

説明年月日　　令和　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　説明者署名　　　　　　　　　　　　　　　

　署　名
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